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新型コロナウイルス感染症対策特別委員会における審査の経過と結果について 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員長 

小久保 博 史 

 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会は、令和４年第２回（５月）臨時会におい

て、新型コロナウイルス感染拡大による市民生活及び地域経済への影響及び対策に関す

る調査・検証を目的として設置され、「①新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

の収集及び提供について、②新型コロナウイルス感染症対策に関する市執行部への要請

及び提言について、③その他新型コロナウイルス感染症対策に関することについて」の

３つの調査項目が付託されました。 

 以下、審査した経過と結果について、下記のとおり報告いたします。 

記 

１．新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置経過について 

２．新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催状況について 

３．付託案件に関する調査結果と参考意見について 

４．まとめ 
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１．新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置経過について 

（１）設置目的 

新型コロナウイルス感染症が確認されて以来、ワクチン接種や各種支援などを行い

ましたが、依然として収束の見通しが見えない状況の中で、新型コロナウイルス感染

拡大による市民生活及び地域経済への影響及び対策に関する調査・検証を目的として

設置しました。 

（２）設置期間 

 令和４年５月１１日から概ね２年間 

（３）委員構成 

  委員は９人とし、自民・無所属の会３人、次世代 かすかべ！２人、公明党２人、 

日本共産党１人、立憲民主党１人としました。 

（４）新型コロナウイルス感染症対策特別委員会委員 

 委 員 長   小久保 博 史 

 副委員長   河 井 美 久（令和４年１２月１６日まで） 

 副委員長   山 口 剛 一（令和５年 １月１９日から） 

 委  員   永 田 飛 鳳 

同     並 木 敏 恵 

同     石 川 友 和 

同     奥 沢 裕 介 

同     大 里   昇 

同     荒 木 洋 美（令和５年 ５月２６日まで） 

同     木 村 圭 一（令和５年 ５月２６日から） 

   同     栗 原 信 司 
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２．新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催状況について 

開 催 日 会 議 名 審 議 事 項 

R4．5.11 第１回特別委員会 
・委員長、副委員長の互選について 

・閉会中の特定事件について 

R4. 5.11 第２回特別委員会 

・本特別委員会の進め方について 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金について 

R4. 5.17 第３回特別委員会 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金に係る要望等について 

・令和４年６月春日部市議会定例会の対応内

容について 

R4. 6.13 第４回特別委員会 
・要望に対する市執行部からの回答について 

・閉会中の特定事件について 

R4. 8. 8 第５回特別委員会 

・執行部からの報告について 

・令和４年９月春日部市議会定例会の対応内

容について 

・新型コロナウイルス感染症対策の要望・提

言について 

R4. 9. 8 第６回特別委員会 
・要望に対する市執行部からの回答について 

・閉会中の特定事件について 

R4.10.11 第７回特別委員会 
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金に関する要望について 

R4.11.17 第８回特別委員会 

・令和４年１２月春日部市議会定例会の対応

内容について 

・要望に対する市執行部からの回答について 

R4.12. 7 第９回特別委員会 ・閉会中の特定事件について 

R5. 1.19 第 10 回特別委員会 ・副委員長の互選について 

R5. 2. 7 第 11 回特別委員会 
・令和５年３月春日部市議会定例会の対応内

容について 

-3-



開 催 日 会 議 名 審 議 事 項 

R5. 2.17 第 12 回特別委員会 ・新型コロナウイルス感染症対策について 

R5. 2.27 第 13 回特別委員会 
・新型コロナウイルス感染症対策について 

・中間報告書（案）について 

R5. 3. 6 第 14 回特別委員会 
・中間報告書（案）について 

・閉会中の特定事件について 

R5. 4.28 第 15 回特別委員会 

・新型コロナウイルス５類引き下げ後の市の

対応などについて 

・令和５年６月春日部市議会定例会の対応内

容について 

R5. 6.12 第 16 回特別委員会 ・閉会中の特定事件について 

R5. 8. 9 第 17 回特別委員会 

・令和５年９月春日部市議会定例会の対応内

容について 

・その他について 

R5. 8.31 第 18 回特別委員会 
・今後の特別委員会の運営について 

・執行部からの報告について 

R5. 9.12 第 19 回特別委員会 
・執行部からの報告について 

・閉会中の特定事件について 

R5.10.16 第 20 回特別委員会 

・「春日部市長の給料の額の特例に関する条

例の一部改正について」に対する附帯決議

に関する状況について 

R5.11.16 第 21 回特別委員会 

・令和５年１２月春日部市議会定例会の対応

内容について 

・その他について 

R5.11.30 第 22 回特別委員会 ・最終報告書（案）について 

R5.12.11  第 23 回特別委員会 ・最終報告書（案）について 
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３．付託案件に関する調査結果と参考意見について

 この新型コロナウイルス感染症対策特別委員会には、「①新型コロナウイルス感染症

対策に関する情報の収集及び提供について、②新型コロナウイルス感染症対策に関する

市執行部への要請及び提言について、③その他新型コロナウイルス感染症対策に関する

ことについて」が付託されました。 

 以下は、本特別委員会において協議を行った各調査結果と主な参考意見を集約したも

のです。 

第１回特別委員会 

令和４年５月１１日に第１回特別委員会を開催しました。この特別委員会は、令和４

年５月臨時会において、新型コロナウイルス感染拡大による市民生活及び地域経済への

影響及び対策に関する調査・検証を目的とし、前特別委員会に継続して設置されたもの

です。今後、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報の収集及び提供、新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する市執行部への要請及び提言、その他新型コロナウイルス感

染症対策に関することについて審議していきます。 

〔委員長、副委員長の互選について〕 

本会議で選任された委員の中から委員長及び副委員長の互選を行いました。 

〔閉会中の特定事件について〕 

 議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。 

第２回特別委員会 

令和４年５月１１日に第２回特別委員会を開催しました。

〔本特別委員会の進め方について〕 

本委員会における今後の進め方について、協議を行いました。 

〔新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について〕

国において、「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が取りまとめ

られ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充されたため、市議会と

しても臨時交付金の活用・方向性等について、執行部に対する要望、提言を取りまとめ

ることになりました。 

次回は、本日の内容を踏まえ、要望や提言に向けた意見交換を行うこととなりました。 

第３回特別委員会 

令和４年５月１７日に第３回特別委員会を開催しました。

〔新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る要望等について〕 

コロナ禍における原油価格・物価高騰等により、市民生活に大きな影響が及んでいる
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中、執行部において、臨時交付金を有効に活用していただくため、議会として、市長に

対して、要望・提言を行うことを確認し、その内容について意見交換を行いました。 

各意見を踏まえ、要望書（案）を作成し、議会からの要望書を提出することで一致し

ました。 

≪主な意見≫ 

・プレミアム率のアップや発行額を上乗せしたプレミアム商品券等を発行すること。

・物価高騰に伴う学校給食費に対する保護者負担を軽減すること。 

・子育て世帯や生活困窮者に対する市独自の支援を行うこと。

・原油価格・物価高騰による負担軽減を図るため、経営支援を行うこと。 

・飲食業、理・美容業、クリーニング業などに対する事業継続支援を行うこと。 

〔令和４年６月春日部市議会定例会の対応内容について〕

令和４年６月定例会の対応内容について、感染防止対策などの対応について協議しま

した。 

≪主な意見≫ 

・質疑、質問することは、議員にとって大事な仕事であるため、質疑時間は元に戻し

てもらいたい。 

・３月議会の状況とあまり変わっていないので、３月議会の対応を継続したほうがよ

い。 

・厚生福祉委員会はすごく密のため、時間の制限よりも会場確保が先だと思う。

第４回特別委員会 

令和４年６月１３日に第４回特別委員会を開催しました。 

〔要望に対する市執行部からの回答について〕 

令和４年５月２０日に市長に提出した、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金に関する要望」について、書面による回答があり、委員あて配付しました。 

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。

第５回特別委員会 

令和４年８月８日に第５回特別委員会を開催しました。 

〔執行部からの報告について〕 

 新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う市の対応について、報告がありました。

〔令和４年９月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和４年９月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。

≪主な意見≫ 

・マスク着用、換気をすれば、出席調整をする必要はないと思う。 
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・厚生福祉委員会の会場は、執行部の職員が多いので、議場がよいと思う。 

・社会活動の制限をしないという国の方針の下で、質疑時間だけを半分にするという

ことは納得いかない。 

〔新型コロナウイルス感染症対策の要望・提言について〕 

全国の１日あたりの新規感染者数が２０万人を超えるなど感染拡大が続いているため、

新型コロナウイルス感染症対策の要望・提言について、協議を行いました。 

各意見を踏まえ、要望書（案）を作成し、議会からの要望書を提出することで一致し

ました。 

≪主な意見≫ 

・受験生など接種対象を拡大し、ワクチン接種を１０月以降も継続し実施すること。

・少しでも待ち時間を減らすため発熱外来窓口を拡充すること。 

・家庭内感染防止の強化として市独自で電話相談開設すること。 

・自宅療養者激増のため、市独自の更なる自宅療養者へ支援をすること。 

・本市においても、重症患者数や空きベッド数等、医療機関のひっ迫の様子をあえて

情報公開することによって、市民の行動制限を促すこと。 

・影響が長引く、市内飲食業等の市内事業者への市独自の支援について検討すること。 

・市職員の時差通勤、テレワーク等を推進すること。 

・ＰＣＲ検査体制を強化すること。 

第６回特別委員会 

令和４年９月８日に第６回特別委員会を開催しました。 

〔要望に対する市執行部からの回答について〕 

令和４年８月１０日に市長に提出した、「新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急要

望」について、書面による回答があり、委員あて配付しました。

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。

第７回特別委員会 

令和４年１０月１１日に第７回特別委員会を開催しました。 

〔新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関する要望について〕 

国において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電気・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設され、本市においても、継続的な感

染症拡大防止対策と社会経済活動の両立を図る必要があるため、臨時交付金を有効に活

用していただくよう、要望、提言について協議を行いました。 

 各意見を踏まえ、要望書（案）を作成し、議会からの要望書を提出することで一致し

ました。 
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≪主な意見≫ 

・住民税非課税世帯等に対する緊急支援対象世帯の対象外となった住民税均等割のみ

課税世帯に対し支援すること。 

・物価高騰に対する子育て支援として、小・中学生の学校給食費等を一定期間、無料

とすること。 

・市独自のマイナポイント付与することにより、消費を下支えしつつ、マイナンバー

カードの普及促進を図ること。 

・医療機関、介護施設、障がい者福祉施設、保育所、幼稚園等に対する燃料費及び食

料費等の価格高騰分の支援を行うこと。 

・中小企業、農家、タクシー・バス事業者、ごみ収集業者などへの、ガソリン高騰の

影響分について支援すること。 

第８回特別委員会 

令和４年１１月１７日に第８回特別委員会を開催しました。 

〔令和４年１２月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和４年１２月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。

≪主な意見≫ 

・マスク着用については、アクリル板を設置した上で、マスクを外し発言している他

市の議会もあるので、今後検討したほうがよい。

〔要望に対する市執行部からの回答について〕 

令和４年１０月１１日に市長に提出した、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金に関する要望」について、書面による回答があり、委員あて配付しました。 

第９回特別委員会 

令和４年１２月７日に第９回特別委員会を開催しました。 

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。 

第１０回特別委員会 

令和５年１月１９日に第１０回特別委員会を開催しました。 

〔副委員長の互選について〕 

副委員長の辞任により、委員の中から新たな副委員長が互選されました。 

第１１回特別委員会 

令和５年２月７日に第１１回特別委員会を開催しました。 
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〔令和５年３月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和５年３月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。

≪主な意見≫ 

・政府の５類への引き下げは５月８日からなので、５月８日を過ぎた６月議会からは、

ある程度緩和する方向にして、３月議会は１２月議会と同じ対応でよいのではない

か。 

・マスク着用と換気はしつつ、傍聴者の人数制限については、解除してもよいのでは

ないか。 

第１２回特別委員会 

令和５年２月１７日に第１２回特別委員会を開催しました。 

〔新型コロナウイルス感染症対策について〕 

国では、新型コロナウイルス感染症対策について、感染症法上の位置づけの変更など

の方針が示されました。そのような中、今後の本市の新型コロナウイルス感染症対応に

ついて、執行部へ説明を求める内容を協議し、意見交換を行いました。 

≪主な意見≫ 

・３月１３日以降のマスクの着用について 

 ・５類への引き下げ内容について 

 ・本市の現在の感染状況について 

 ・本市の現在の対応状況について 

 ・引き下げ後の本市の対応について 

第１３回特別委員会 

令和５年２月２７日に第１３回特別委員会を開催しました。 

〔新型コロナウイルス感染症対策について〕 

感染法上の位置づけの変更等に伴う、これからの市の対応などについて、執行部から

の説明が行われました。その後、意見交換を行い、３月１３日以降の議会におけるマス

ク着用については、各派代表者会議で協議することになりました。 

≪主な意見≫ 

・３月１３日以降のマスクの着用について、議会においても、国の方針どおり個人の

判断に委ねたほうがよいのではないか。 

・３月定例会におけるマスク着用については、議会運営委員会において決定し、本会

議で報告したことなので、市議会のルールとして今定例会は継続したほうがよいの

はないか。

〔中間報告書（案）について〕 

これまでの議論を集約した「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会中間報告書
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（案）」について説明がされ、各自持ち帰りの上、確認し、次回の委員会において修正

の必要な箇所等を報告してもらうことになりました。 

第１４回特別委員会 

令和５年３月６日に第１４回特別委員会を開催しました。 

〔中間報告書（案）について〕 

「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会中間報告書（案）」について、意見等を

求めたところ、意見等はなく了承され、議長に報告することとなりました。 

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。

第１５回特別委員会 

令和５年４月２８日に第１５回特別委員会を開催しました。 

〔新型コロナウイルス５類引き下げ後の市の対応などについて〕 

 執行部から、新型コロナウイルス５類引き下げ後の市の対応などについて、報告があ

りました。

≪主な意見≫

・５類引き下げ後の対応について、大人は緩和しているので、子どもについても大人

と同じ基準にしてもらいたい。 

〔令和５年６月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和５年６月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。

≪主な意見≫

・マスクの着用については、議長が許可したという形で任意でよい。

・扉を開けた換気については、傍聴席のところから雑音が入ってくると集中力が欠け

てしまうので、閉めたほうがよい。 

・執行部の出席調整については、コロナ前に戻してもいいのではないか。 

・厚生福祉委員会の会場については、広さを考慮し、議場で継続したほうがよい。 

・議場へのマイボトルの持ち込みについては、継続したほうがよい。

第１６回特別委員会 

令和５年６月１２日に第１６回特別委員会を開催しました。 

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。 

第１７回特別委員会 

令和５年８月９日に第１７回特別委員会を開催しました。 
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〔令和５年９月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和５年９月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。

≪主な意見≫

・令和５年６月定例会と同様でよいと思う。 

〔その他について〕 

委員長から、新型コロナウイルス感染症が２類相当から５類に変更された状況の中、

本特別委員会の継続について、各会派に持ち帰って検討してもらいたいとの提案があり、

次回以降、協議を行うことが了承されました。

第１８回特別委員会 

令和５年８月３１日に第１８回特別委員会を開催しました。 

〔今後の特別委員会の運営について〕 

今後の特別委員会の運営について、対応を協議しました。様々な意見から、今後も協

議していくこととなりました。

≪主な意見≫

 ・「「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」に対する附帯

決議」において、令和５年１１月６日までに議会と市長との話し合いの場を必ず設

け、給料減額期間の延長または終了の判断とすることというのが明記されているの

で、この委員会を閉じるとなると、それ以降ではないか。 

 ・市長給料の関係について決着がつくということが、委員会を閉じるタイミングでは

ないか。

 ・現在、感染者が微妙に増えていると思うので、委員会を閉じるのは、時期尚早とい

  う感じがする。

〔執行部からの報告について〕 

 執行部から、「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」に対

する附帯決議に関する状況について、報告がありました。

≪主な意見≫ 

 ・発端は、市長の公約であるが、市の施策として行っている以上、春日部市として、

ｗｉｔｈコロナの生活様式がどういうふうに変わって、定着してきたという定義を

してもらいたい。 

・市内経済の回復というのであれば、市独自のアンケートを行うべきではないか。 

 ・市長の給料を元に戻すということは、コロナの収束宣言をしたのと同じくらい重み

があると思う。 

 ・附帯決議の中では、議会との協議というのが、議会側で決議したものがあるので、

特別委員会として、どうなったら終わるのかスタンスの確認が必要ではないか。 

 ・報告書の内容が、市内の商工業の状況について、安定していないと見えるので、納
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得できる資料を持ってきていただきたい。 

第１９回特別委員会 

令和５年９月１２日に第１９回特別委員会を開催しました。 

〔執行部からの報告について〕 

執行部から、「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」に対

する附帯決議に関する状況について、報告がありました。 

≪主な意見≫

・前回の報告と比べ、市内経済についての表現が増えたことについては、評価したい。 

・春日部市として独自に設けた基準なのだから、自分たちがその基準を満たしました

という主体的なデータや見解を示すべきではないか。 

・市内経済が安定している状況というのは、どういうことを指しているのか定義付け

をきちんとしていただきたい。

〔閉会中の特定事件について〕 

議会の閉会中に特別委員会が開催できるよう手続きを行いました。 

第２０回特別委員会 

令和５年１０月１６日に第２０回特別委員会を開催しました。 

〔「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」に対する附帯決議

に関する状況について〕 

執行部から、「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」に対

する附帯決議に関する状況について、報告がありました。 

≪主な意見≫

 ・市内経済について、市内の事業者が通常の事業活動を営めている状況というのは、

どういうことを指しているのか、定量性の情報で裏付ける必要があると思う。 

 ・ｗｉｔｈコロナの生活様式が構築されていることや、医療体制が安定して円滑に運

営されている、市内経済が落ち着いている、この３つのことについては、ほぼ説明

はついていると思うが、事業者の皆さんに営業状況などを直接伺うような姿勢があ

ったほうがよかったと思う。 

 ・今、コロナの影響があるのかどうなのかも含めてアンケート調査をしてもよいので

はないか。 

・コロナの影響がないと判断をして、市長も給料を戻そうというのであれば、しっか

りと広報とかホームページで市民に示していく必要があると思う。 

第２１回特別委員会 

令和５年１１月１６日に第２１回特別委員会を開催しました。 
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〔令和５年１２月春日部市議会定例会の対応内容について〕 

令和５年１２月定例会の対応について、感染防止対策などの対応を協議しました。 

≪主な意見≫

・マスクの着用については、インフルエンザが流行っていて、予防効果がどれだけあ

るか分からないが、令和５年９月定例会と同様でよいと思う。 

〔その他について〕

 新型コロナウイルス感染症も５類に移行し、日常生活や経済活動もコロナ以前の状態

に戻りつつある中、この特別委員会については、設置目的を達成したことから、特別委

員会としての審査を終了する協議を行い、了承されました。 

第２２回特別委員会 

令和５年１１月３０日に第２２回特別委員会を開催しました。 

〔最終報告書（案）について〕 

これまでの議論を集約した「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会報告書

（案）」について説明がされ、各自持ち帰りの上、確認し、次回の委員会において修正

の必要な箇所等を報告してもらうことになりました。 

第２３回特別委員会 

令和５年１２月１１日に第２３回特別委員会を開催しました。 

〔最終報告書（案）について〕 

「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会報告書（案）」について、意見等を求め

たところ、意見等はなく了承され、議長に報告することとなりました。 
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４．まとめ

 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会は、令和４年５月の設置後、新型コロナウ

イルス感染拡大による市民生活及び地域経済への影響及び対策に関する調査・検証を目

的に、１年８か月にわたり協議を行ってきました。 

 この間、新型コロナウイルスの感染対策について、執行部から説明を受けるなどして

情報を収集するとともに、市執行部への要望・提言について協議を行い、市長に対し、

要望書を３回提出しました。 

当委員会の設置から概ね１年８か月が経過し、新型コロナウイルス感染症も２類相当

から５類に移行され、日常生活もコロナ前に戻りつつあります。引き続き、感染対策や

物価高騰対策などは必要ではありますが、この特別委員会については、設置目的を達成

したことから、期間を前倒しして特別委員会としての審査を終了します。 

今後も、市民の生命と暮らしを守るため、市長をはじめ、執行部には新型コロナウイ

ルス感染症対策だけでなく、感染症全般に万全を期していただくよう要望し、最終報告

とします。 
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各種関係資料等 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に 

関する要望について 

（令和４年５月２０日提出分）           ･･････〔16 ページ〕 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に 

関する要望について（回答）            ･･････〔17 ページ〕 

○新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急要望について 

（令和４年８月１０日提出分）           ･･････〔20 ページ〕 

○新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急要望について 

（回答）                     ･･････〔21 ページ〕 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に 

関する要望について 

（令和４年１０月１１日提出分）          ･･････〔26 ページ〕 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に 

関する要望について（回答）            ･･････〔27 ページ〕 

○新型コロナウイルス５類引き下げ後の市の対応などに 

 ついて                      ･･････〔32 ページ〕 

〇「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改 

正について」に対する附帯決議に関する状況について 

 （令和５年８月３１日報告分）          ･･････〔48 ページ〕 

〇「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改 

正について」に対する附帯決議に関する状況について 

（令和５年９月１２日報告分）          ･･････〔56 ページ〕 

〇「春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改 

正について」に対する附帯決議に関する状況について 

（令和５年１０月１６日報告分）         ･･････〔66 ページ〕 
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1 

「 春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」

に対する附帯決議に関する状況について

１ ｗｉ ｔ ｈ コロナの生活様式が構築されていること

令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同様の「 ５類」

に分類され、行政による行動制限要請がなく なり、コロナ対応は、個人・ 事業者の判断に

委ねられるようになりました。  

数年にわたるコロナ禍の生活が大きく変わりましたが、主な変更内容につきましては、

次の通りとなります。  

・ コロナ陽性と判明された場合は、行政はこれまで一定期間自宅療養や外出自粛を求め

てきましたが、現在は個人等の判断に委ねられています。  

・ 濃厚接触者については、特定されることはなく 、法律に基づく外出自粛は求められる

ことはなく なりました。  

・ ワクチン接種については、65 歳以上の人と基礎疾患を有する重症化リスクの高い人、

及び初回接種（ 1， 2 回目） 未接種の人のみが努力義務の対象とされ、それ以外の人は

個人の判断となりました。  

・ 医療費については、これまで自己負担を公費で支援していましたが、現在は、原則自

己負担が生じることとなりました。  

さらに、国においては、令和2年3月26日に設置した政府対策本部が、法律に基づき、

5 月7日をもって廃止され、これに伴い、県対策本部及び市対策本部も同日に廃止されま

した。  

なお、5月8日の5類引き下げ後も、国からはコロナ対応に対する情報は示されていま

すが、行政の関与がなくなったことから、国からの情報をもとに、個人・ 事業者が判断す

るなど、季節性インフルエンザと同様の扱いとなっております。  

新型コロナウイルスが５類に分類されても、ウイルスがなくなったわけではありません

が、ウィズコロナ、ポストコロナとしての様々 な生活様式の構築が図られ、5類への移行は

コロナ対策の大きな転換点となりました。  
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2 

参考 

(1) 基本的感染対策

  行政による関与がなくなるので、個人・ 事業者の判断による自主的な感染対策に取り組むこと

になりました。  

 5月7日まで 5月8日から 

感染対策の考え

方 

・法律に基づき行政が様々 な要請・

関与をしていく仕組み 

・個人の選択を尊重し、市民の自主

的な取組をベースとしたもの 

・ 行政による行動

制限がなく なり、

自主的な感染対策

に取り組むことに

なりました。 

政府の対応と根

拠 

・ 新型インフル特措法に基づく 基

本的対処方針による求め 

※「 三つの密」の回避、「 人と人と
の距離の確保」「 マスクの着用」「 手

洗い等の手指衛生」 「 換気」 等 

・ 基本的対処方針は廃止 

・ 感染症法に基づく情報提供 

※専門家の提言等も踏まえ、個人
や事業者の判断に資するような情

報の提供 

事業者に関する

取組 

・ 事業者による業種別ガイドライ

ンの作成 

・政府による「 業種別ガイドライン

の見直しのためのポイント 」 の提

示・ 周知 

・ 業種別ガイドラインは廃止 

※業界が必要と判断した今後の対
策に関する独自の手引き等を作成

することは妨げない 

・ 事業者の判断、自主的な取組 

(2) ワクチン接種

  65 歳以上の高齢者など重症化リスクの高い人のみワクチン接種の協力を求める努力義務の対

象者となりました。それ以外の方は、個人の判断に委ねられています。  

 5月7日まで 5月8日から 

公的関与等 ・ 公費負担 

・ 全ての方に努力義務を適用 

・ 公費負担は継続 

・接種勧奨・努力義務は高齢者、基

礎疾患を有する人等に限定 

・ 予防接種法に基

づきワクチン接種

の協力を求める努

力義務の対象者は

65歳以上の高齢者

など重症化リスク

の高い人のみに限

定されました。  

対象者、回数等 ・ Ｒ４年度からはじまったオ

ミクロン株対応ワクチンの接

種はＲ5. 5. 7まで 

・ 春開始接種（ 5～8月）  

65歳以上・ 基礎疾患・ 医療介護

従事者 

・ 秋開始接種（ 9～12月）  

 初回接種（ 1～2回） 終了者全員 

(3) 医療費

  これまで、外来・ 入院ともに自己負担分を公費により支援していましたが、５類移行後は原則

自己負担が生じています（ 治療薬と入院費用の一部が公費支援を継続） 。  

 5月7日まで 5月8日から 

公費支援 ・ 医療費（ 外来・入院）の自己

負担分を公費支援 

・医療費は自己負担（ コロナ治療薬

と入院費用の一部の公費支援を継

続）  

・ 9/30以降必要に応じて見直し 

・ 原則一般の診療

と同様、自己負担

が生じています。 
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3 

(4) コロナ陽性判明

   ５類移行後は、感染症法上に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくな

りました。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられ

ることになりました。  

   その判断のために必要な情報は国が示しています。  

 5月7日まで 5月8日から 

コロナ陽性と判明し

た場合 

・ 体調悪化時に電話相談 

・一定期間、自宅やホテルで療

養、健康観察 

・ 体調悪化時は医療機関を受診 

・ 電話相談は継続 

・自宅療養、宿泊療養、健康観察は

終了 

・ 感染症法に基づ

き行政が患者に対

し外出自粛を要請

することはなく な

り、季節性インフ

ルエンザと同様に

個人の判断に委ね

られています。  

療養期間 ・ 発症後7日間が経過するま

で法律に基づく外出自粛を要

請 

・ 発症後5日間が経過するまで外

出を控えていただく ことを推奨 

濃厚接触者 ・ 同居家族は濃厚接触者とし

て行動制限 

・濃厚接触者の特定なし（ 外出自粛

は求められない）  

(5) 対策本部

   ５類移行に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第21条の規定に基づき、令和2年

3月26日に設置された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は5月7日をもって廃止さ

れました。  

これに伴い、県対策本部及び本市対策本部についても同日をもって廃止されました。  

   しかしながら、５類移行による個人や事業者の判断材料として、今後も国は情報を示すとし

ていることから、庁内においても、引き続き情報共有を図るための会議（ 春日部市新型イン

フルエンザ等対策連絡会議） を適宜開催し、市民への適切な周知を図っていきます。  
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２ 市内の医療提供体制が円滑に運営されていること

国によると、５類移行後、医療提供体制は、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国

民の安心を確保しながら、幅広い医療機関で感染症患者が受診できる医療体制に向けて、

段階的に移行していく としています。  

市内では、発熱等の症状が出た場合、６１の医療機関で対応できる体制となっており、

５類移行後、対応できる医療機関は増加し、医療提供体制の整備が進んでいます。  

また、市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保し

ての特別な受入れ体制ではなく 、病棟の個室単位での運用としているところであり、感染

対策を徹底し、ベッドコントロールをしながら、コロナ患者の受入れをしております。  

現在の医療提供体制の状況から総合的に判断すると、市内の医療機関において、新型コ

ロナウイルス対策だけではなく 、市民が通常に受診できる体制の整備が進んできています。 

参考 

(1) 医療提供体制

国の方針は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な   

対応から、５類移行後は、段階的に幅広い医療機関による自律的な通常な対応に移行していく

としていることから、感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めると

ともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進めています。

国によると、幅広い医療機関で感染症患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染 

対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的に移行していく ものです。

なお、県の方針は、５類移行後、すべての医療機関で入院依頼を断らない仕組みをつく り、

感染拡大に備えて9月末までに最大1700病床を確保していく としています。  

 5月7日まで 5月8日から 

国の方針 ・ 入院措置などの行政の強い

関与 

・ 限られた医療機関による特

別な対応 

・ 幅広い医療機関による自律的な

通常の対応 

・ 行政は医療機関支援などの役割

に 

・ 医療機関におい

て通常な対応が図

れるよう、県にお

いては患者の入院

ができるよう体制

の整備を進めてい

ます。 

県の方針 ・ 936病床 ・ 約1700病床 
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(2) 現在の感染者の状況

   市内の新規感染者数は、5類移行後、全数把握から保健所別の定点把握による集計に変更さ

れていますが、春日部保健所管内（ 春日部市・ 松伏町） の報告患者数は、5月中旬から徐々 に

増加し、8月上旬に減少したものの中旬以降再度、増加に転じています。最新（ 8/21～8/27）

の定点当たりの報告数は30. 06人であります。  

(3) 新規感染者数の把握

   ５類移行後は、季節性インフルエンザと同様、新規感染者数の全数把握から「 定点把握」 に

変更されます。  

定点把握では、指定された医療機関のみが感染者数を報告するもので、厚生労働省や都道府 

県の毎日の公表はなくなり、国立感染症研究所が週に1回、流行状況を公表します。  

 5月7日まで 5月8日から 

感染者数 ・医師の届け出、本人の登録な

どに基づく全数報告 

・ 全国約5千の医療機関から定点

報告 

・新規感染者数は、

季節性インフルエ

ンザと同様、定点

把握に変更され、

毎日の公表はなく

なり、週1回の流

行状況の公表にな

りました。 

重傷者数 ・ 年齢層や性別を把握 ・ 当面は継続 

死亡者数 ・ 年齢層や性別を把握 ・ 今後検討 

(4) 県内の対応医療機関の公表

埼玉県では、発熱患者が迷わず、身近な診療所等で診療・ 検査が受けられるよう、新型コロ

ナウイルス感染症などの診療・ 検査に対応できる医療機関を「 埼玉県指定診療・ 検査医療機関

（ 約1600） 」 として、これまで指定・ 公表してきましたが、５類移行の5月8日以降も公表を

継続しています。  

(5) 市内の医療体制

発熱等の症状がある方の診療等を行うことができる医療機関は、8月30日現在、埼玉県指定

診療・ 検査医療機関として、61の医療機関があり、5類移行後増加しています。最近の状況を

見ると、医療提供体制が整いつつある状況と言えます。  

   市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保しての特別な

受入れ体制ではなく 、病棟の個室単位での運用としているところであり、ベッドコントロール

をしながら、感染対策を徹底し、コロナ患者の受入れをしているところです。  
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３ 市内経済が安定した状況にあること

・ ７月の日銀支店長会議では、景気の現状を総括して、既往の資源高の影響などを受け

つつも、すべての地域で、景気は持ち直し、ないし、緩やかに回復している。前回の

支店長会議開催時点（ 2023 年４月）と比較すると、全９地域中３地域で総括判断を引

き上げていると報告している。  

「 国内・ 関東県内・ 埼玉県の経済状況及び」  

■最新の「 日銀の地域経済報告（ さく らレポート 7/10） 」 では、  
・ 景気の総括判断は既往の資源高の影響などを受けつつも、すべての地域で、景気は持

ち直し、ないし、緩やかに回復している 

・ 関東甲信越地域の景気は、持ち直している。【 総括判断： 横ばい】  

・ 設備投資は持ち直している。  

・ 個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに増加している。  

・ 企業の業況感は改善している。雇用・ 所得情勢は、緩やかに改善している。  

■最新の「 内閣府の月例経済報告8/28」 では、  
 我が国経済の基調判断として、景気は、緩やかに回復している。  

・ 個人消費は、持ち直している。  

・ 設備投資は、持ち直している。  

・ 生産は、持ち直しの兆しがみられる。  

・ 企業収益は、総じてみれば緩やかに改善している。  

・ 企業の業況判断は、持ち直している。  

・ 雇用情勢は、改善の動きがみられる。  

・ 消費者物価は、上昇している。  

先行きについては、雇用・ 所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や

かな回復が続く ことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済

の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。  

■最新の「 関東経済産業局管内の経済動向8/21」 では、  
・ 管内経済は、持ち直している。  

・ 個人消費は、緩やかな上昇傾向にある。  

・ 雇用情勢は、持ち直している。  
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・ 設備投資は、前年度を上回る見込み。  

■最新の「 関東財務局： 経済情勢報告（ 埼玉県分／R5年7月26日） 」 では、  
・ 総括判断は、管内経済は、持ち直している。  

・ 個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。  

・ 雇用情勢は、改善しつつある。  

・ 企業収益は、５年度は減益見込みとなっている。  

・ 埼玉県の総括判断は、持ち直している。  

■最新の「 埼玉県経済動向調査（ R5年7月31日） 」 では、  
・ 県経済は、緩やかに持ち直している。  

・ 雇用は、緩やかに持ち直している。  

・ 消費は、持ち直している。  

・ 景況判断は、持ち直しの動きがみられる。  

■市内の商工業の状況（ ヒアリング） については、  
・ 現状では中小企業の約８０％が人手不足の影響が一番強い。  

・ 特に製造業・ 建設業・ サービス業への影響は大きい。  

・ 物価高、原油高の影響もあるが、何しろ人手不足が大きな課題である。  

・ 新型コロナ前より人材（ 従業員） が集まらない状況。  

・ 越谷市も同様の傾向になっている。  

５月８日の５類移行により、街には活気が戻ってきています。  

また、各種経済報告を見ると、「 緩やかに持ち直している」 や「 持ち直しの動き」 など

の表現が多く使われているものの、エネルギー価格を中心とした物価の上昇は続いており、 

さらにコロナ以前からの課題である人手不足も深刻化し、中小事業者の経営環境は依然と

して厳しい状況が続いているとのコメントもあります。  

しかしながら、これらの主な要因は、物価高騰・ 人手不足等による影響が安定した経済

を鈍化させているものであり、コロナによる経済状況への影響はほとんどなく なってきて

いると言えます。  
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「 春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」

に対する附帯決議に関する状況について

１ ｗｉ ｔ ｈ コロナの生活様式が構築されていること

令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同様の「 ５類」

に分類され、行政による行動制限要請がなく なり、コロナ対応は、個人・ 事業者の判断に

委ねられるようになりました。  

数年にわたるコロナ禍の生活が大きく変わりましたが、主な変更内容につきましては、

次の通りとなります。  

・  コロナ陽性と判明された場合は、行政はこれまで一定期間自宅療養や外出自粛を求 

めてきましたが、現在は個人等の判断に委ねられています。  

・  濃厚接触者については、特定されることはなく 、法律に基づく外出自粛は求められ

ることはなく なりました。  

・  ワクチン接種については、65歳以上の人と基礎疾患を有する重症化リスクの高い人、 

及び初回接種（ 1， 2 回目） 未接種の人のみが努力義務の対象とされ、それ以外の人は

個人の判断となりました。  

・  医療費については、これまで自己負担を公費で支援していましたが、現在は、原則

自己負担が生じることとなりました。  

 また、３年におよぶコロナ禍で、行政サービス等が制限されていましたが、コロナ禍前

の状況に戻りました。  

・  市主催等のイベントは、コロナ禍においては中止や延期、あるいは形を変えての開

催（ オンライン開催） でありましたが、現在は通常どおり開催しています。  

・  公共施設の利用は、コロナ禍においては利用定員・ 利用時間の制限や大声を出さな

いなどの制限をしていましたが、現在は基本的な感染対策を行いながら通常どおり利

用できます。  

・  マスクは、屋内での着用を推奨されていましたが、個人の判断に委ねられました。  

・  感染防止対策を県が認証する店舗以外は、営業時間の短縮や酒類の提供が自粛され

ていましたが、認証制度が廃止され、制限なく店舗を利用できます。  

さらに、国においては、令和2年3月26日に設置した政府対策本部が、法律に基づき、

5 月7日をもって廃止され、これに伴い、県対策本部及び市対策本部も同日に廃止されま

した。  

なお、5月8日の5類引き下げ後も、国からはコロナ対応に対する情報は示されていま

すが、行政の関与がなくなったことから、国からの情報をもとに、個人・ 事業者が判断す
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るなど、季節性インフルエンザと同様の扱いとなっております。  

新型コロナウイルスが５類に分類されても、ウイルスがなくなったわけではありません

が、ウィズコロナ、ポストコロナとしての様々 な生活様式の構築が図られ、5類への移行は

コロナ対策の大きな転換点となりました。  
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参考 

(1) 基本的感染対策

  行政による関与がなくなるので、個人・ 事業者の判断による自主的な感染対策に取り組むこと

になりました。  

 5月7日まで 5月8日から 

感染対策の考え

方 

・法律に基づき行政が様々 な要請・

関与をしていく仕組み 

・個人の選択を尊重し、市民の自主

的な取組をベースとしたもの 

・ 行政による行動

制限がなく なり、

自主的な感染対策

に取り組むことに

なりました。 

政府の対応と根

拠 

・ 新型インフル特措法に基づく 基

本的対処方針による求め 

※「 三つの密」の回避、「 人と人と
の距離の確保」「 マスクの着用」「 手

洗い等の手指衛生」 「 換気」 等 

・ 基本的対処方針は廃止 

・ 感染症法に基づく情報提供 

※専門家の提言等も踏まえ、個人
や事業者の判断に資するような情

報の提供 

事業者に関する

取組 

・ 事業者による業種別ガイドライ

ンの作成 

・政府による「 業種別ガイドライン

の見直しのためのポイント 」 の提

示・ 周知 

・ 業種別ガイドラインは廃止 

※業界が必要と判断した今後の対
策に関する独自の手引き等を作成

することは妨げない 

・ 事業者の判断、自主的な取組 

(2) ワクチン接種

  65 歳以上の高齢者など重症化リスクの高い人のみワクチン接種の協力を求める努力義務の対

象者となりました。それ以外の方は、個人の判断に委ねられています。  

 5月7日まで 5月8日から 

公的関与等 ・ 公費負担 

・ 全ての方に努力義務を適用 

・ 公費負担は継続 

・接種勧奨・努力義務は高齢者、基

礎疾患を有する人等に限定 

・ 予防接種法に基

づきワクチン接種

の協力を求める努

力義務の対象者は

65歳以上の高齢者

など重症化リスク

の高い人のみに限

定されました。  

対象者、回数等 ・ Ｒ４年度からはじまったオ

ミクロン株対応ワクチンの接

種はＲ5. 5. 7まで 

・ 春開始接種（ 5～8月）  

65歳以上・ 基礎疾患・ 医療介護

従事者 

・ 秋開始接種（ 9～12月）  

 初回接種（ 1～2回） 終了者全員 

(3) 医療費

  これまで、外来・ 入院ともに自己負担分を公費により支援していましたが、５類移行後は原則

自己負担が生じています（ 治療薬と入院費用の一部が公費支援を継続） 。  

 5月7日まで 5月8日から 

公費支援 ・ 医療費（ 外来・入院）の自己

負担分を公費支援 

・医療費は自己負担（ コロナ治療薬

と入院費用の一部の公費支援を継

続）  

・ 10/1以降必要に応じて見直し 

・ 原則一般の診療

と同様、自己負担

が生じています。 
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(4) コロナ陽性判明

   ５類移行後は、感染症法上に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくな

りました。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられ

ることになりました。  

   その判断のために必要な情報は国が示しています。  

 5月7日まで 5月8日から 

コロナ陽性と判明し

た場合 

・ 体調悪化時に電話相談 

・一定期間、自宅やホテルで療

養、健康観察 

・ 体調悪化時は医療機関を受診 

・ 電話相談は継続 

・自宅療養、宿泊療養、健康観察は

終了 

・ 感染症法に基づ

き行政が患者に対

し外出自粛を要請

することはなく な

り、季節性インフ

ルエンザと同様に

個人の判断に委ね

られています。  

療養期間 ・ 発症後7日間が経過するま

で法律に基づく外出自粛を要

請 

・ 発症後5日間が経過するまで外

出を控えていただく ことを推奨 

濃厚接触者 ・ 同居家族は濃厚接触者とし

て行動制限 

・濃厚接触者の特定なし（ 外出自粛

は求められない）  

(5) 行政サービスと日常生活

① 市主催等のイベント

    基本的な感染対策を行いながら、通常どおりのイベントを開催しています。  

これまでの対応 現在 

イベントの開催 ・ 中止・ 延期 

・ オンライン開催 

・ 手洗いや換気などの基本的な感染

対策を行いながら、通常どおりの開

催 

（ 藤まつり）  R2： 中止 

R3： オンライン開催 

R4： オンライン開催 

R5： 通常開催 

（ 大凧マラソン大会）  R2： 中止 

R3： 中止 

R4： 中止 

R5： 通常開催 

（ 種目減・ 定員減）  

（ 大凧あげ祭り）  R2： 中止 

R3： 中止 

R4： 無観客開催 

R5： 通常開催 

（ 夏まつり）  R2： 中止 

R3： 中止 

R4： 神輿展示 

R5： 通常開催 

② 公共施設の利用

    公共施設の利用にあっては、手洗いや換気などの基本的な感染対策を行いながら、通常ど

おりの定員、開館時間等で利用できます。  
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これまでの対応 現在 

各種制限等 ・ 利用定員の制限 

・ 利用時間の制限 

・ 利用制限（ 大声を出さない等）  

・ 手洗いや換気などの基本的な感染

対策を行いながら、通常どおりの定

員、開館時間等で利用可能 

③ マスクの着用

これまでの対応 現在 

マスクの着用 ・ 屋内でのマスクの着用を推奨 ・ 個人の主体的な選択を尊重し、個

人の判断に委ねる。 

④ 飲食店等の利用

これまでの対応 現在 

飲食店の利用 ・「 彩の国『 新しい生活様式』安心宣

言飲食店＋(プラス)」 の認証店以外

は午前5時から午後8時までの営業、

かつ、酒類提供の自粛による利用制

限 

・ 認証制度が廃止され、利用制限無

し 

(6) 対策本部

   ５類移行に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第21条の規定に基づき、令和2年

3月26日に設置された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は5月7日をもって廃止さ

れました。  

これに伴い、県対策本部及び本市対策本部についても同日をもって廃止されました。  

   しかしながら、５類移行による個人や事業者の判断材料として、今後も国は情報を示すとし

ていることから、庁内においても、引き続き情報共有を図るための会議（ 春日部市新型イン

フルエンザ等対策連絡会議） を適宜開催し、市民への適切な周知を図っていきます。  
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２ 市内の医療提供体制が円滑に運営されていること

国によると、５類移行後、医療提供体制は、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国

民の安心を確保しながら、幅広い医療機関で感染症患者が受診できる医療体制に向けて、

段階的に移行していく としています。  

市内では、発熱等の症状が出た場合、６１の医療機関で対応できる体制となっており、

５類移行後、対応できる医療機関は増加し、医療提供体制の整備が進んでいます。  

また、市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保し

ての特別な受入れ体制ではなく 、病棟の個室単位での運用としているところであり、感染

対策を徹底し、ベッドコントロールをしながら、コロナ患者の受入れをしております。  

現在の医療提供体制の状況から総合的に判断すると、市内の医療機関において、新型コ

ロナウイルス対策だけではなく 、市民が通常に受診できる体制の整備が進んできています。 

参考 

(1) 医療提供体制

国の方針は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な   

対応から、５類移行後は、段階的に幅広い医療機関による自律的な通常な対応に移行していく

としていることから、感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めると

ともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進めています。

国によると、幅広い医療機関で感染症患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染 

対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的に移行していく ものです。

なお、県の方針は、５類移行後、すべての医療機関で入院依頼を断らない仕組みをつく り、

感染拡大に備えて9月末までに最大1700病床を確保していく としています。  

 5月7日まで 5月8日から 

国の方針 ・ 入院措置などの行政の強い

関与 

・ 限られた医療機関による特

別な対応 

・ 幅広い医療機関による自律的な

通常の対応 

・ 行政は医療機関支援などの役割

に 

・ 医療機関におい

て通常な対応が図

れるよう、県にお

いては患者の入院

ができるよう体制

の整備を進めてい

ます。 

県の方針 ・ 936病床 ・ 約1700病床 
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(2) 現在の感染者の状況

   市内の新規感染者数は、5類移行後、全数把握から保健所別の定点把握による集計に変更さ

れていますが、春日部保健所管内（ 春日部市・ 松伏町） の報告患者数は、5月中旬から徐々 に

増加し、8月上旬に減少したものの中旬以降再度、増加に転じています。最新（ 8/28～9/3） の

定点当たりの報告数は36. 40人であります。 

(3) 新規感染者数の把握

   ５類移行後は、季節性インフルエンザと同様、新規感染者数の全数把握から「 定点把握」 に

変更されます。  

定点把握では、指定された医療機関のみが感染者数を報告するもので、厚生労働省や都道府 

県の毎日の公表はなくなり、国立感染症研究所が週に1回、流行状況を公表します。  

 5月7日まで 5月8日から 

感染者数 ・医師の届け出、本人の登録な

どに基づく全数報告 

・ 全国約5千の医療機関から定点

報告 

・新規感染者数は、

季節性インフルエ

ンザと同様、定点

把握に変更され、

毎日の公表はなく

なり、週1回の流

行状況の公表にな

りました。 

重傷者数 ・ 年齢層や性別を把握 ・ 当面は継続 

死亡者数 ・ 年齢層や性別を把握 ・ 今後検討 

(4) 県内の対応医療機関の公表

埼玉県では、発熱患者が迷わず、身近な診療所等で診療・ 検査が受けられるよう、新型コロ

ナウイルス感染症などの診療・ 検査に対応できる医療機関を「 埼玉県指定診療・ 検査医療機関

（ 約1600） 」 として、これまで指定・ 公表してきましたが、５類移行の5月8日以降も公表を

継続しています。  

(5) 市内の医療体制

発熱等の症状がある方の診療等を行うことができる医療機関は、9月11日現在、埼玉県指定

診療・ 検査医療機関として、61の医療機関があり、5類移行後増加しています。最近の状況を

見ると、医療提供体制が整いつつある状況と言えます。  

   市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保しての特別な

受入れ体制ではなく 、病棟の個室単位での運用としているところであり、ベッドコントロール

をしながら、感染対策を徹底し、コロナ患者の受入れをしているところです。  
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３ 市内経済が安定した状況にあること

・ ７月の日銀支店長会議では、景気の現状を総括して、既往の資源高の影響などを受け

つつも、すべての地域で、景気は持ち直し、ないし、緩やかに回復している。前回の

支店長会議開催時点（ 2023 年４月）と比較すると、全９地域中３地域で総括判断を引

き上げていると報告している。  

「 国内・ 関東県内・ 埼玉県の経済状況及び」  

■最新の「 日銀の地域経済報告（ さく らレポート 7/10） 」 では、  
・ 景気の総括判断は既往の資源高の影響などを受けつつも、すべての地域で、景気は持

ち直し、ないし、緩やかに回復している 

・ 関東甲信越地域の景気は、持ち直している。【 総括判断： 横ばい】  

・ 設備投資は持ち直している。  

・ 個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに増加している。  

・ 企業の業況感は改善している。雇用・ 所得情勢は、緩やかに改善している。  

■最新の「 内閣府の月例経済報告8/28」 では、  
 我が国経済の基調判断として、景気は、緩やかに回復している。  

・ 個人消費は、持ち直している。  

・ 設備投資は、持ち直している。  

・ 生産は、持ち直しの兆しがみられる。  

・ 企業収益は、総じてみれば緩やかに改善している。  

・ 企業の業況判断は、持ち直している。  

・ 雇用情勢は、改善の動きがみられる。  

・ 消費者物価は、上昇している。  

先行きについては、雇用・ 所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や

かな回復が続く ことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済

の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。  

■最新の「 関東経済産業局管内の経済動向8/21」 では、  
・ 管内経済は、持ち直している。  

・ 個人消費は、緩やかな上昇傾向にある。  

・ 雇用情勢は、持ち直している。  
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・ 設備投資は、前年度を上回る見込み。  

■最新の「 関東財務局： 経済情勢報告（ 埼玉県分／R5年7月26日） 」 では、  
・ 総括判断は、管内経済は、持ち直している。  

・ 個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。  

・ 雇用情勢は、改善しつつある。  

・ 企業収益は、５年度は減益見込みとなっている。  

・ 埼玉県の総括判断は、持ち直している。  

■最新の「 埼玉県経済動向調査（ R5年8月31日） 」 では、  
・ 県経済は、緩やかに持ち直している。  

・ 雇用は、改善の動きに足踏みがみられる。  

・ 消費は、持ち直している。  

・ 景況判断は、持ち直しの動きがみられる。  

■市内経済の法人市民税の推移 
・ 市内経済の動向を法人市民税の現年度分調定額の推移でみると、令和３年度は 

１５億８，９７１万１千円、令和４年度は１６億１，０４３万４千円と増加傾向。  

※（ 令和５年度の数値は来年６月予定）  

・ 直近の令和５年度の状況を８月末までの調定額の推移でみると、令和３年度は 

７億７，４２７万８千円、令和４年度は８憶３，０７９万２千円、令和５年度は 

８憶７，４３５万４千円で前年度比較４，３５６万２千円、５．２％の増となり増加

傾向が続いている。  

■市内有効求人倍率の状況 
・ 市内の統計調査結果として月単位で把握しているのは、春日部公共職業安定所提供の

春日部市内有効求人倍率のみとなっている。  

・ 当該データでは、今年度に入り、直近３カ月の５月～７月の有効求人倍率は前年度同

月比で同率ないし増加に転じている。  

■市内の商工業の状況（ ヒアリング） については、  
・ 現状では中小企業の約８０％が人手不足の影響が一番強い。  

※埼玉りそなの特別調査（ 8/22発表： 人手不足についてのアンケート調査） でも、『 県
内企業の 8 割以上で、人手不足の影響あり』 となっている。  
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・ 特に製造業・ 建設業・ サービス業への影響は大きい。  

※埼玉りそなの特別調査（ 8/22発表： 人手不足についてのアンケート調査） でも、『 個
別の業種についてみると、「 大きな影響がある」 としたところが多いのは、「 運輸・

倉庫」 50. 0％、「 建設」 43. 3％、「 小売」 42. 9％、「 金属製品」 42. 9％、「 窯業・ 土

石」 40. 0％、「 サービス」 36. 7％など』 となっている。  

・ 物価高、原油高の影響もあるが、何しろ人手不足が大きな課題である。  

・ 新型コロナ前より人材（ 従業員） が集まらない状況。  

・ 越谷市も同様の傾向になっている。  

５月８日の５類移行により、街には活気が戻ってきています。  

また、各種経済報告を見ると、「 緩やかに持ち直している」 や「 持ち直しの動き」 など

の表現が多く使われているものの、埼玉県経済動向調査「 ６月の特集【 特集】 経済人コメ

ント」 では、エネルギー価格を中心とした物価の上昇は続いており、さらにコロナ以前か

らの課題である人手不足も深刻化し、中小事業者の経営環境は依然として厳しい状況が続

いているとのコメントもあります。  

 しかしながら、これらの主な要因は、物価高騰・ 人手不足等による影響が安定した経済

を鈍化させているものであり、コロナによる経済状況への影響はほとんどなく なってきて

いると言えます。  

■最新の埼玉県経済動向調査及び埼玉りそな企業経営動向調査より 
埼玉県経済動向調査「 ８月のトピック【 埼玉県内設備投資動向調査より】 では、「 計画

有り」 が 69. 7％、3 年連続で増加し、コロナ禍前の水準まで持ち直すと記されています。 

 また、埼玉りそなの「 8/9発表の県内企業経営動向調査」では、国内景気のＢＳＩ
※
が4年

9 カ月ぶりにプラスに転じ、売上・ 利益も 2四半期連続で改善と記されています。その背

景には、5 月の新型コロナの感染症法上の分類の5類への移行や、今年度の賃金引き上げ

幅が大きかったことなどから、物価上昇が続くなかにおいても、経済活動が活発化したこ

とを受けて、大幅な改善につながったとみられる。とも記されています。  

※ＢＳＩ ＝景況判断指数（ 景気の方向性についてそれ以前と比べて良く なったか否かを表すもの） 

■市内の実態調査・ アンケートの考え方 
・ 実態調査やアンケート等について検討した結果、客観性・ 正確性・ 妥当性が重要となる

ことから、このデータを示す必要性を考慮すると、国、県、銀行等が公表しているデー

タを活用するものとします。なお、市内商工業関係者にヒヤリングを行った状況とデー

タが合致していることも確認できました。
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「 春日部市長の給料の額の特例に関する条例の一部改正について」

に対する附帯決議に関する状況について

１ ｗｉ ｔ ｈ コロナの生活様式が構築されていること

Withコロナの生活様式の構築とは：

「県からされている動制限が解除され、市の活が落ち着いている状況にある

こと」 ※令和3年12月市議会定例会市 答弁

令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同様の「５類」 

に分類され、行政による行動制限要請がなくなり、コロナ対応は、個人・事業者の判断に

委ねられるようになりました。 

５類移行に伴い、約３年にわたるコロナ禍の生活が大きく変わりましたが、主な変更

内容につきましては、次のとおりとなります。  

 コロナ陽性と判明された場合は、行政はこれまで一定期間自宅療養や外出自粛を

求めてきましたが、現在は個人等の判断に委ねられています。 

 濃厚接触者については、特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求めら

れることはなくなりました。 

 ワクチン接種については、現在、65歳以上の人と基礎疾患を有する重症化リスク

の高い人のみが努力義務の対象とされ、それ以外の人は個人の判断となりました。 

 医療費については、これまで自己負担を公費で支援していましたが、現在は、原

則自己負担が生じることとなりました。 

また、コロナ禍において、感染拡大防止のため、新しい生活様式が余儀なくされまし

たが、これまで気づかなかった新しい価値観のもと、ウィズコロナ・ポストコロナとし

て前向きな変化をもたらしたものもあります。 

 衛生意識の高まり ： 手洗い、手指消毒などの基本的な感染対策の実施 

 働き方の見直し ： テレワーク勤務や時差出勤 

 会議開催方法の見直し ： オンライン会議 

 利便性向上・業務効率化 ： 非対面型対応（キャッシュレス決済、非接触型レジ、

非接触型検温モニターなど） 
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 市 に きな影響を及ぼす行政サービス等では、各種制限がされていましたが、コロ

ナ禍前の状況に戻りました。 

 市主催等のイベントは、コロナ禍においては中止や延期、あるいは形を変えての

開催（オンライン開催）でありましたが、現在は通常どおり開催しています。 

 公共施設の利用は、コロナ禍においては利用定員・利用時間の制限や大声を出さ

ないなどの制限をしていましたが、現在は基本的な感染対策を行いながら通常どお

り利用できます。 

 マスクは、屋内での着用を推奨されていましたが、個人の判断に委ねられました。 

 感染防止対策を県が認証する店舗以外は、営業時間の短縮や酒類の提供が自粛さ

れていましたが、認証制度が廃止され、制限なく店舗を利用できます。 

国においては、令和2年3月26日に設置した政府対策本部が、法律に基づき、5月7

日をもって廃止され、これに伴い、県対策本部及び市対策本部も同日に廃止されました。 

なお、5月8日の5類引き下げ後も、国からはコロナ対応に対する情報は示されてい

ますが、行政の関与がなくなったことから、国からの情報をもとに、個人・事業者が判

断するなど、季節性インフルエンザと同様の扱いとなっております。 

5類への移行はコロナ対策の大きな転換点となり、県から示されている行動制限を含

め、様々な行動制限が解除され、市 の生活は落ち着いている状況にあります。 
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参考

(1)基本的感染対策

  行政による関与がなくなるので、個人・事業者の判断による自主的な感染対策に取り組むこと

になりました。 

 5月7日まで 5月8日から 

感染対策の考え

方 

・法律に基づき行政が様々な要請・

関与をしていく仕組み 

・個 の選択を尊重し、市 の 主

的な取組をベースとしたもの 

・行政による行動

制限がなくなり、

自主的な感染対策

に取り組むことに

なりました。 

政府の対応と根

拠 

・新型インフル特措法に基づく基

本的対処方針による求め 

※「三つの密」の回避、「人と人と
の距離の確保」「マスクの着用」「手

洗い等の手指衛生」「換気」等 

・基本的対処方針は廃止 

・感染症法に基づく情報提供 

※専門家の提言等も踏まえ、個人
や事業者の判断に資するような情

報の提供 

事業者に関する

取組 

・事業者による業種別ガイドライ

ンの作成 

・政府による「業種別ガイドライン

の見直しのためのポイント」の提

示・周知 

・業種別ガイドラインは廃止 

※業界が必要と判断した今後の対
策に関する独自の手引き等を作成

することは妨げない 

・事業者の判断、自主的な取組 

(2)ワクチン接種

  65歳以上の高齢者など重症化リスクの高い人のみワクチン接種の協力を求める努力義務の対

象者となりました。それ以外の方は、個人の判断に委ねられています。 

 5月7日まで 5月8日から 

公的関与等 ・公費負担 

・全ての方に努力義務を適用 

・公費負担は継続 

・接種勧奨・努力義務は高齢者、基

礎疾患を有する人等に限定 

・予防接種法に基

づきワクチン接種

の協力を求める努

力義務の対象者は

65歳以上の高齢者

など重症化リスク

の高い人のみに限

定されました。（初

回接種未接種の人

は9月19日まで） 

対象者、回数等 ・Ｒ４年度からはじまったオ

ミクロン株対応ワクチンの接

種はＲ5.5.7まで 

・春開始接種（5 8月） 

65歳以上・基礎疾患・医療介護

従事者 

・秋開始接種（9 3月） 

 初回接種（1 2回）終了者全員 

(3)医療費

  これまで、外来・入院ともに自己負担分を公費により支援していましたが、５類移行後は原則

自己負担が生じています。 

 5月7日まで 5月8日から 

公費支援 ・医療費（外来・入院）の自己

負担分を公費支援 

・医療費は自己負担（コロナ治療薬と

入院費用の一部の公費支援を継続） 

・原則一般の診療

と同様、自己負担

が生じています。 

10月1日から 

・コロナ治療薬は医療保険の負担割

合に応じて一律の額を負担 

・入院費用の一部の公費支援を縮小 

・R６.３月末まで

の措置となりま

す。 
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(4)コロナ陽性判明

   ５類移行後は、感染症法上に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくな

りました。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられ

ることになりました。 

   その判断のために必要な情報は国が示しています。 

 5月7日まで 5月8日から 

コロナ陽性と判明し

た場合 

・体調悪化時に電話相談 

・一定期間、自宅やホテルで療

養、健康観察 

・体調悪化時は医療機関を受診 

・電話相談は継続 

・自宅療養、宿泊療養、健康観察は

終了 

・感染症法に基づ

き行政が患者に対

し外出自粛を要請

することはなくな

り、季節性インフ

ルエンザと同様に

個人の判断に委ね

られています。 

療養期間 ・発症後7日間が経過するま

で法律に基づく外出自粛を要

請 

・発症後5日間が経過するまで外

出を控えていただくことを推奨 

濃厚接触者 ・同居家族は濃厚接触者とし

て行動制限 

・濃厚接触者の特定なし（外出自粛

は求められない） 

(5)新しい生活様式

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、感染拡大防止のため、新しい生活様式が余儀なく

されましたが、これまで気づかなかった新しい価値観が生まれ、ウィズコロナ・ポストコロナ

として前向きな変化をもたらし、現在も実践されている新たな生活様式があります。 

衛生意識の高まり 手洗い、手指消毒などの基本的な感染対策の実施 

働き方の見直し テレワーク勤務や時差出勤 

会議開催方法の見直し オンライン会議 

利便性向上・業務効率化 非対面型対応（キャッシュレス決済、非接触型レジ、非接触

型検温モニターなど） 

(6)行政サービスと日常生活

① 市主催等のイベント
    基本的な感染対策を行いながら、通常どおりのイベントを開催しています。 

これまでの対応 現在 

イベントの開催 ・中止・延期 

・オンライン開催 

・手洗いや換気などの基本的な感染

対策を行いながら、通常どおりの開

催 

（藤まつり） R2：中止 

R3：オンライン開催 

R4：オンライン開催 

R5：通常開催 
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（大凧マラソン大会） R2：中止 

R3：中止 

R4：中止 

R5：通常開催 

（種目減・定員減） 

（大凧あげ祭り） R2：中止 

R3：中止 

R4：無観客開催 

R5：通常開催 

（夏まつり） R2：中止 

R3：中止 

R4：神輿展示

R5：通常開催 

② 公共施設の利用
    公共施設の利用にあっては、手洗いや換気などの基本的な感染対策を行いながら、通常ど

おりの定員、開館時間等で利用できます。 

これまでの対応 現在 

各種制限等 ・利用定員の制限 

・利用時間の制限 

・利用制限（大声を出さない等） 

・手洗いや換気などの基本的な感染

対策を行いながら、通常どおりの定

員、開館時間等で利用可能 

③ マスクの着用
これまでの対応 現在 

マスクの着用 ・屋内でのマスクの着用を推奨 ・個人の主体的な選択を尊重し、個

人の判断に委ねる。 

④ 飲食店等の利用
これまでの対応 現在 

飲食店の利用 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣

言飲食店＋(プラス)」の認証店以外

は午前5時から午後8時までの営業、

かつ、酒類提供の自粛による利用制

限 

・認証制度が廃止され、利用制限無

し 

(6)対策本部

   ５類移行に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第21条の規定に基づき、令和2年

3月26日に設置された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は5月7日をもって廃止さ

れました。 

これに伴い、県対策本部及び本市対策本部についても同日をもって廃止されました。 

   しかしながら、５類移行による個人や事業者の判断材料として、今後も国は情報を示すとし

ていることから、庁内においても、引き続き情報共有を図るための会議（春日部市新型イン

フルエンザ等対策連絡会議）を適宜開催し、市 への適切な周知を図っていきます。
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２ 市内の医療提供体制が円滑に運営されていること

国では、５類移 後の医療提供体制は、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国 の

安心を確保しながら、幅広い医療機関で感染症患者が受診できる医療提供体制に向けて、

これまで着実に移行が進められ、更に新型コロナの医療提供体制と通常医療の両立を強化

し、通常の医療提供体制へ移行するとしています。 

市内では、発熱等の症状が出た場合、６１の医療機関で対応できる体制となっており、

５類移行後、対応できる医療機関は増加し、医療提供体制の整備が進んでいます。 

また、市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保し

ての特別な受入れ体制ではなく、病棟の個室単位での運用としているところであり、感染

対策を徹底し、ベッドコントロールをしながら、コロナ患者の受入れをしております。 

現在の医療提供体制の状況から総合的に判断すると、市 が春 部市 医療センターを

はじめ、市内医療機関において、必要な時に必要な医療を受けることができる状態になっ

ております。 

参考

(1)医療提供体制

国では、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な   

対応から、５類移行後は、段階的に幅広い医療機関による自律的な通常な対応に移行していく

としています。 

このため、感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新た

な医療機関に参画を促すための取組を重点的に進め、幅広い医療機関で受診できる医療提供体制

への移行が着実に進められ、更に新型コロナの医療提供体制と通常医療の両立を強化し、通常の医

療提供体制へ移行するとしています。 

市内の医療提供体制が円滑に運営されていることとは：

「市が春部市医療センターをはじめ、市内医療機関に必要な時に必要な医療を

受けることができる状態にあること」 ※令和3年12月市議会定例会市 答弁
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 5月7日まで 5月8日から 

医療提供体制 ・入院措置などの行政の強い

関与 

・限られた医療機関による特

別な対応 

・幅広い医療機関による自律的な

通常の対応 

・行政は医療機関支援などの役割

に 

・医療機関におい

て通常な対応が図

れるよう、県にお

いては患者の入院

ができるよう体制

の整備を進めてき

ました。 

現在 

・更に新型コロナの医療提供体制

と通常医療の両立を強化し、通常

の医療提供体制へ段階的に移行 

・入院医療体制 

 確保病床によらない形での受け

入れを更に進めていく。 

・外来医療体制 

 外来対応医療機関数のほか、か

かりつけ患者以外に対応する医療

機関数を一層拡充する。 

(2)現在の感染者の状況

   市内の新規感染者数は、5類移行後、全数把握から保健所別の定点把握による集計に変更さ

れています。春日部保健所管内（春日部市・松伏町）の報告患者数は、5月中旬から徐々に増

加し、8月上旬に減少したものの中旬以降再度、増加に転じましたが、9月中旬以降大幅に減

少に転じました。最新（10/2 10/8）の定点当たりの報告数は7.22人であります。 

(3)新規感染者数の把握

   ５類移行後は、季節性インフルエンザと同様、新規感染者数の全数把握から「定点把握」に

変更されます。 

定点把握では、指定された医療機関のみが感染者数を報告するもので、厚生労働省や都道府 

県の毎日の公表はなくなり、国立感染症研究所が週に1回、流行状況を公表します。 

 5月7日まで 5月8日から 

感染者数 ・医師の届け出、本人の登録な

どに基づく全数報告 

・全国約5,000の医療機関から定

点報告 

・新規感染者数は、

季節性インフルエ

ンザと同様、定点

把握に変更され、

毎日の公表はなく

なり、週1回の流

行状況の公表にな

りました。 

入院者数・重傷者数 ・年齢層や性別を把握 ・全国約500か所の医療機関（病

床300床以上）から基幹定点報告 

・9月下旬以降 

 （予定） 

死亡者数 ・年齢層や性別を把握 ・今後検討 
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(4)県内の対応医療機関の公表

埼玉県では、発熱患者が迷わず、身近な診療所等で診療・検査が受けられるよう、新型コロ

ナウイルス感染症などの診療・検査に対応できる医療機関を「埼玉県指定診療・検査医療機関

（約1600）」として、これまで指定・公表してきましたが、５類移行の5月8日以降も公表を

継続しています。 

(5)市内の医療体制

発熱等の症状がある方の診療等を行うことができる医療機関は、9月11日現在、埼玉県指

定診療・検査医療機関として、61の医療機関があり、5類移行後増加しています。最近の状況

を見ると、医療提供体制が整いつつある状況と言えます。 

   市立医療センターにおいても、現在、これまでのようにコロナ専用病棟を確保しての特別な

受入れ体制ではなく、病棟の個室単位での運用としているところであり、ベッドコントロール

をしながら、感染対策を徹底し、コロナ患者の受入れをしているところです。 
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３ 市内経済が安定した状況にあること

・７ の 銀 店 会議では、景気の現状を総括して、既往の資源 の影響などを受け

つつも、すべての地域で、景気は持ち直し、ないし、緩やかに回復している。前回の

 店 会議開催時点（2023 年４月）と比較すると、全９地域中３地域で総括判断を引

き上げていると報告している。 

「国内・関東県内・埼玉県の経済状況及び」 

■最新の「日銀の地域経済報告（さくらレポート7/10）」では、 
・景気の総括判断は既往の資源高の影響などを受けつつも、すべての地域で、景気は持

ち直し、ないし、緩やかに回復している 

・関東甲信越地域の景気は、持ち直している。【総括判断：横ばい】 

・設備投資は持ち直している。 

・個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに増加している。 

・企業の業況感は改善している。雇用・所得情勢は、緩やかに改善している。 

■最新の「内閣府の月例経済報告9/26」では、 
 我が国経済の基調判断として、景気は、緩やかに回復している。 

・個人消費は、持ち直している。 

・設備投資は、持ち直している。 

・生産は、持ち直しの兆しがみられる。 

・企業収益は、総じてみれば改善している。 

・企業の業況判断は、持ち直している。 

・雇用情勢は、改善の動きがみられる。 

・消費者物価は、上昇している。 

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や

かな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済

の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。 

市内経済が安定した状況とは：

「市内事業者が、通常の事業活動を営めている状況を指すもの」

※令和3年12 市議会定例会市 答弁
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■最新の「関東経済産業局管内の経済動向9/20」では、 
・管内経済は、持ち直している。 

・個人消費は、緩やかな上昇傾向にある。 

・雇用情勢は、持ち直している。 

・設備投資は、前年度を上回る見込み。 

■最新の「関東財務局：経済情勢報告（埼玉県分／R5年7月26日）」では、 
・総括判断は、管内経済は、持ち直している。 

・個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。 

・雇用情勢は、改善しつつある。 

・企業収益は、５年度は減益見込みとなっている。 

・埼玉県の総括判断は、持ち直している。 

■最新の「埼玉県経済動向調査（R5年9月29日）」では、 
・県経済は、緩やかに持ち直している。 

・雇用は、改善の動きに足踏みがみられる。 

・消費は、堅調に推移している。 

・景況判断は、持ち直しの動きがみられる。 

■市内経済の法 市 税の推移
・市内経済の動向を法 市 税の現年度分調定額の推移でみると、令和３年度は

１５億８，９７１万１千円、令和４年度は１６億１，０４３万４千円と増加傾向。 

※（ 令和５年度の数値は来年６月予定） 
・直近の令和５年度の状況を９月末までの調定額の推移でみると、令和３年度は 

８億７，４９８万５千円、令和４年度は９憶１，１６６万４千円、令和５年度は 

９憶６，３０８万円で前年度比較５，１４１万６千円、５．６％の増となり増加傾向

が続いている。 

■市内有効求人倍率の状況 
・市内の統計調査結果として月単位で把握しているのは、春日部公共職業安定所提供の

春日部市内有効求人倍率のみとなっている。 

・当該データでは、今年度に り、直近３カ の５  ７ の有効求 倍率は前年度同

月比で同率ないし増加に転じている。 
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■県内（市内）の倒産状況  
R5年 倒産件数 負債総額 R4年 倒産件数 負債総額 

4-9月期161件(3件) 166.86億円 4-9月期137件(3件) 12,060.18億円 

※カッコ内の数値は市内の倒産件数 

■市内の商工業の状況（ヒアリング）については、 
・現状では中小企業の約８０％が人手不足の影響が一番強い。 

※埼玉りそなの特別調査（8/22発表：人手不足についてのアンケート調査）でも、『県
内企業の 8 割以上で、人手不足の影響あり』となっている。 

・特に製造業・建設業・サービス業への影響は大きい。 

※埼玉りそなの特別調査（8/22発表：人手不足についてのアンケート調査）でも、『個
別の業種についてみると、「大きな影響がある」としたところが多いのは、「運輸・

倉庫」50.0％、「建設」43.3％、「小売」42.9％、「金属製品」42.9％、「窯業・土石」

40.0％、「サービス」36.7％など』となっている。 

・物価高、原油高の影響もあるが、何しろ人手不足が大きな課題である。 

・新型コロナ前より人材（従業員）が集まらない状況。 

・越谷市も同様の傾向になっている。 

５月８日の５類移行により、街には活気が戻ってきています。 

また、各種経済報告を見ると、「緩やかに持ち直している」や「持ち直しの動き」など

の表現が多く使われているものの、埼玉県経済動向調査「６月の特集【特集】経済人コメ

ント」では、エネルギー価格を中心とした物価の上昇は続いており、さらにコロナ以前か

らの課題である人手不足も深刻化し、中小事業者の経営環境は依然として厳しい状況が続

いているとのコメントもあります。 

 しかしながら、これらの主な要因は、物価高騰・人手不足等による影響が安定した経済

を鈍化させているものであり、コロナによる経済状況への影響はほとんどなくなってきて

いると言えます。 

■最新の埼玉県経済動向調査及び埼玉りそな企業経営動向調査より 
埼玉県経済動向調査「８月のトピック【埼玉県内設備投資動向調査より】では、「計画

有り」が 69.7％、3 年連続で増加し、コロナ禍前の水準まで持ち直すと記されています。 

 また、埼玉りそなの「8/9発表の県内企業経営動向調査」では、国内景気のＢＳＩ
※
が4年

9カ月ぶりにプラスに転じ、売上・利益も2四半期連続で改善と記されています。その背
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景には、5月の新型コロナの感染症法上の分類の5類への移行や、今年度の賃金引き上げ

幅が大きかったことなどから、物価上昇が続くなかにおいても、経済活動が活発化したこ

とを受けて、大幅な改善につながったとみられる。とも記されています。 

※ＢＳＩ＝景況判断指数（景気の方向性についてそれ以前と比べて良くなったか否かを表すもの） 

■市内の実態調査・アンケートの考え方 
・実態調査やアンケート等について検討した結果、客観性・正確性・妥当性が重要となる

ことから、このデータを示す必要性を考慮すると、国、県、銀行等が公表しているデー

タを活用するものとします。なお、市内商工業関係者にヒアリングを行った状況とデー

タが合致していることも確認できました。 

各種統計調査の結果や市内の法 市 税、有効求 倍率、倒産件数など総合的な 地

から検討を行った結果、市内経済が安定してきたと判断でき、市内事業者が通常の事業

活動を営めている状況にあります。 
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